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令和５年度 横浜市 自治会町内会業務調査委託 
設計図書 

 

（金額入り・金額抜き）  
  



  令和５年度 一般会計歳出 第３款１項３目 市民協働推進費 

受付 

番号 

種 目 番 号 

 
連絡先 

委託担当 

 市民局地域活動推進課  
ふ り が な

担当者名 江原
えはら

・ 石栗
いしぐり

 

                                 電 話     045-671-3624 
 

                          設             計             書  

  

１ 委 託 名          令和５年度 横浜市 自治会町内会業務調査委託         

 

 ２ 履 行 場 所          市内自治会町内会                   

 

 ３ 履行期間            □期間      年  月  日 から   年  月  日 まで 

    又は期限        ■期限 令和６年１月31日 まで            

 

 

 ４ 契約区分       ■ 確定契約              □ 概算契約      

 ５ そ の 他 特 約 事 項          個人情報取扱特記事項                    

                                                                        

                                                                        

 ６ 現 場 説 明           ■ 不要  

□ 要  （  月  日  時  分  場所        ） 

 ７ 委 託 概 要         

           自治会町内会の業務量を数値化して把握するとともに、業務の中で 

負担が大きい内容や負担軽減のニーズが大きい内容などを調査し、 

デジタルツールの活用や業務の外部委託など効率的な運営に資する 

手法に関する提案を報告書としてまとめる。                

 

 

 

 

 

                                           

  



  ８ 部 分 払         

 

       □ す る （    回以内） 

 

       ■ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         

履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

      

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

 

 

 

  委 託 代 金 額              

                           ￥                                  

 

  内  訳      業 務 価 格        

                             ￥                                    

 

              消費税及び地方消費税相当額 

                              ￥                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



                                 内     訳     書  

 

名      称 形状寸法等  数  量 単位 
 単 価 

     (円) 

  金    額  

           (円) 
摘    要 

自治会町内会

業務調査委託 

 １ 式      

         

         

         

         

         

         

 

                

         

         

         

         

         

         

         

         

         

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む 



令和５年度 横浜市 自治会町内会業務調査委託 仕様書 
 
１．事業名称 

令和５年度 横浜市 自治会町内会業務調査委託（以下「本事業」という。） 
 

２．事業の目的 
少子高齢化や人口減少が急速に進行する中、市内の自治会町内会（以下「自治会町内会」

という。）が持続可能な運営を行うためには、効率的な運営を行っていく必要がある 。 
本事業では、自治会町内会の業務量を数値化して把握するとともに、業務の中で負担が

大きい内容や負担軽減のニーズが大きい内容などを調査し、デジタルツールの活用や業

務の外部委託など効率的な運営に資する手法（以下「改善手法」という。）に関する提案

を報告書としてまとめる。 
 
３．事業期間 

契約締結日の翌日から令和６年１月 31日まで 

 
４．事業の実施 

（１）本事業は、本仕様書に基づいて実施すること。 
（２）受託者は、本事業の実施にあたり、関係法令及び条例を遵守すること。 
（３）受託者は、本事業の実施にあたり、委託者である横浜市（以下「市」という。）

と十分な協議を行い、その意図や目的を理解した上で、適切な実施体制、人員配置

のもとで進めること。 
（４）受託者は、本事業の実施にあたり、本事業にかかる最新の事例、情報等を収集し、

本事業への反映に努めるとともに、実効性の高い具体的な報告を行うこと。 
（５）受託者は、本事業の進捗について、市に対して定期的に連絡すること。 
（６）受託者は、本事業の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 
（７）受託者は、本事業の全部または一部を第三者に再委託してはならない。 
（８）本仕様書に定めのない事項や本事業の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やか

に市と協議を行い、指示を仰ぐこと。 
 
５．対象となる自治会町内会 
  ５団体（300～600 世帯規模。団体は市から指示する。） 
 
６．打合せ及び記録作成 
  本事業を適正かつ円滑に実施するため、受託者は市と打合せを行い、進捗状況の共有、

疑義事項の確認等を行い、その内容については受託者がその都度記録を作成すること。 



７．事業内容 
本事業を実施するため、概ね次の内容を行うものとする。実施に当たっては、DX 等に

関する専門的知見に基づく助言などが必要となるため、具体的な内容については、市と受

託者で協議の上、決定するものとする。 
なお、成果物の品質を担保するため、以下の調査及び報告書等の作成は自治会町内会業

務に精通した担当者が行うこと。さらに、初回の調査で得た知見を次回以降の調査に活か

すため、全ての調査を同一の管理者が指揮、監督すること。担当者と管理者は、DX 及び

自治会町内会に関する同等の知見を有すること。 
 
（１）業務の調査 

     自治会町内会を訪問し、対面による調査を原則とする。現地で自治会町内会の業

務を担当する会員から、業務の全体像、業務の詳細や負担感のある内容等を聞き取

る。明確な課題のある業務や効率化の効果が見込める業務に対しては、再度聞き取

りを実施するなど、課題抽出や業務内容の把握を詳細に行うこと。聞き取りを行う

項目は受託者から提案を受けて、市と受託者で協議の上、決定するものとする。 
     なお、調査に当たっては、以下の調査の視点及び調査対象となる業務の例を参考

とすること。また、業務の全体像については別紙１を参考とし、把握した業務内容

を別紙２記載すること。 
 

＜調査の視点＞ 
・業務の執行体制（事務分担、人員配置） 

・業務の量 

・業務の流れ（プロセス） 

・業務の各作業に要する処理時間 

・コア業務（自治会町内会員でなければできない内容）、ノンコア業務（自

治会町内会員でなくともできる内容） 

・定型性、専門性などの特性 

・効率化、外部委託の可能性 等 

 
＜調査対象となる業務の例＞ 

業務名 作業名 

会計業務 会費（徴収）管理、帳簿管理、領収書管理、現金出納管理、財産目録管理、

収支予算書･決算書作成、補助金申請･報告手続き、会計監査 等 

行事運営 企画、会場手配、分担決め、物品手配、広報、会計、運営、危機管理計画 等 

総会開催 開催方法検討、開催通知作成、議案検討、総会資料作成、役員選出、会員数

管理（定足数等計測）、総会運営、議事録作成 等 



（２）改善手法の検討 

調査で把握した内容を踏まえ、BPR（Business Process Re-engineering）の考

え方で、他の自治会町内会にも参考となるようなデジタルツールの活用及び業務

の外部委託化を主な手法としつつ、幅広く改善手法を検討すること。 

 

（３）報告書等の作成 

   DX 等に関する専門的知見に基づき、検討結果（問題点や課題、ニーズ、改善手

法など）を提案として報告書を作成すること。報告書には調査した自治会長町内会

ごとに別紙２を添付すること。なお、改善手法の実施にあたり費用が発生する場合

は、その費用も含め報告書に記載すること。あわせて、検討結果を端的に説明した

概要版を作成すること。 

   また、本事業にご協力いただいた自治会町内会向けに業務改善に関する提案書

を作成すること。 

 

  （４）DX支援等に関する助言 

     自治会町内会業務に関する聞き取り項目、DX の可否、DX可能な場合の最適なデ

ジタルツール及び BPR（Business Process Re-engineering）、調査結果を踏まえた

助言等を市に対して行うこと。 

 

８．成果物 
本事業において作成した報告書等の資料一式の電子データを、CD-Rの媒体（２

枚）で納品すること。なお、特に指定があるものを除き、PDFまたはMicrosoft 

Office Word、Excel、PowerPointで閲覧できる電子データとすること。 

 
９．検査 
  成果物については、市の検査を受けるものとし、市から本事業に適合しないとして修正

の指示があった場合には、速やかに修正を行うものとする。 
 

10．成果物の管理及び帰属 
本事業の成果物は全て市の帰属とし、受託者は市の許可なく成果物などを第三者に公 

表または貸与してはならない。 
 

11．委託料の支払い 

市は、本事業の完了を確認した後、支払い請求書を受理したときは、請求があった日か

ら起算して 30日以内に委託料を支払うものとする。 

 



12．その他 

（１）本事業により得られた成果物及び資料、情報等は、市の許可なく他に公表、貸与、

使用、複写、遺漏してはならない。 

（２）受託者は、本事業中に事故が生じないよう細心の注意を払うとともに 、万が一

事故が発生した場合には、 生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故

状況等を速やかに市に報告し、最善の処置を行わなければならない。 

（３）事業完了後に、受託者の責に帰すべき事由による成果物の不良個所があった場合

は、受託者が 速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これにかかる

費用は受託者が負担するものとする。 

（４）受託者は、本事業の実施にあたっては、知り得た個人情報を他人に漏らしてはな

らない。また、事業終了後においても同様とする。 



別紙１ 業務の全体像 

 

自治会町内会業務の全体像については、以下の業務例を参考にして調査を行うこと。 

業務ごとの作業、所要人員、所要時間等を把握する。 

 

＜業務例＞ 

１ 総会開催 

２ 地区連定例会の参加 

３ 定例会の開催 

４ 市・区連会・地区連からの依頼事項への対応 

５ 会費集金 

６ 募金集金 

７ 収支管理 

８ 物品・備品購入 

９ 補助金申請・請求・実績報告 

（地域活動推進費、町防、防犯灯、防カメ、その他補助金） 

10 会計監査・会計報告 

11 レク行事の開催・連合行事への参加（運動会、夏祭り、賀詞交歓会、文化祭など） 

12 敬老会 

13 地域清掃 

14 資源集団回収 

15 ごみ集積場の管理 

16 広報よこはま・県のたより・議会だより配布 

17 回覧板 

18 掲示板 

19 委嘱委員の推薦 

20 委嘱委員・老人会等との連携 

21 地域見守り活動 

22 サロン 

23 昼食会 

24 移動販売 

25 地域交通 

26 学援隊・登校支援 

27 スクールゾーン 

28 学校関係行事 



29 防犯活動 

30 空き家、ごみ屋敷 

31 防災 

32 消防団 

33 災害時要援護者 

34 会員からの相談・苦情対応 

35 会館管理・修繕 

36 会館使用料集金 

37 会館土地使用料集金 

38 役員改選 

 

 

＜業務ごとの作業、所要人員、所要時間等の把握について＞ 

 以下を参考に、業務ごとの作業、所要人員、所要時間等を洗い出すこと。 

 １ 総会開催 

作業 例）会場確保、議題調整、開催連絡、議長依頼、人事調整、茶菓調達、 

資料作成、来賓関係 

所要人数 例）会長、総務担当 

所要時間 〇時間 

 詳細 〇〇〇 

 



別紙２　自治会町内会業務一覧表

自治会
町内会名

部門 備考 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

NO. 大分類 NO. 中分類 NO. 小分類 作業者 更新者 1回あたり
時間（m）

総件数 開始日 終了日

日 週 月 年 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W

●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 会長 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0

●●自治会 総務 0 0

●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 総務 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　一般 0 0

●●自治会 会計　一般 0 0
●●自治会 会計　祭礼 0 0
●●自治会 会計　祭礼 0 0
●●自治会 会計　祭礼 0 0
●●自治会 会計　祭礼 0 0
●●自治会 会計　祭礼 0 0
●●自治会 会計　祭礼 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防火部・防災団 0 0
●●自治会 防犯部 0 0
●●自治会 防犯部 0 0
●●自治会 防犯部 0 0
●●自治会 防犯部 0 0
●●自治会 防犯部 0 0
●●自治会 防犯部 0 0
●●自治会 交通部 0 0
●●自治会 交通部 0 0
●●自治会 交通部 0 0
●●自治会 交通部 0 0
●●自治会 交通部 0 0
●●自治会 交通部 0 0
●●自治会 交通部 0 0
●●自治会 事業部 0 0
●●自治会 事業部 0 0
●●自治会 事業部 0 0
●●自治会 女性部 0 0
●●自治会 女性部 0 0
●●自治会 女性部 0 0
●●自治会 女性部 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 青少年部・青年会 0 0
●●自治会 その他PJ 0 0
●●自治会 その他PJ 0 0
●●自治会 その他PJ 0 0
●●自治会 その他PJ 0 0
●●自治会 その他PJ 0合計

業務分類 業務量 スケジュール

頻度 年間
業務
（h）



別紙２　自治会町内会業務一覧表【記入例】

自治会
町内会名

部門 備考 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

NO. 大分類 NO. 中分類 NO. 小分類 作業者 更新者 1回あたり
時間（m）

総件数 開始日 終了日

日 週 月 年 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W

●●自治会 会長 A100 ●●地区町会連合会 A110 定例理事会 A111 定例理事会出席（毎月第一金曜日開催） 担当O 0 0

●●自治会 会長 A100 ●●地区町会連合会 A110 定例理事会 A112 区役所などの連絡事項他 担当O 0 0

●●自治会 会長 A200 ●●神社奉賛会 A210 総町理事会 A211 総町理事会出席（毎月●●会の要請により開催） 担当O 0 0

●●自治会 会長 A200 ●●神社奉賛会 A210 総町理事会 A212 ●●祭などの連絡事項他 担当O 0 0

●●自治会 会長 A300 ●●小学校 A310 各種行事・会合など（要請に応じて） A311 入学式 担当O 0 0

●●自治会 会長 A300 ●●小学校 A310 各種行事・会合など（要請に応じて） A312 運動会 担当O 0 0

●●自治会 会長 A300 ●●小学校 A310 各種行事・会合など（要請に応じて） A313 地域ふれあい会食 担当O 0 0

●●自治会 会長 A300 ●●小学校 A310 各種行事・会合など（要請に応じて） A314 新年会 担当O 0 0

●●自治会 会長 A300 ●●小学校 A310 各種行事・会合など（要請に応じて） A315 卒業式 担当O 0 0

●●自治会 会長 A400 ●●区・●●消防署・●●警察署等 A410 各種行事・会合など（要請に応じて） A411 各種対応 担当O 0 0

●●自治会 会長 A500 ●●自治会の会合 提案・設定 A510 執行部会 A511 定例理事会などの報告・協議事項を検討 担当O 0 0 ●●地区町会連合会開催後、次の火曜日開催

●●自治会 会長 A500 ●●自治会の会合 提案・設定 A520 役員会 A521 各種検討 担当O 0 0 毎月第二金曜日開催。コロナ禍に対応する会議方法を模索（今後ZOOM会
議も検討）

●●自治会 会長 A600 掲示・回覧 A610 ●●区役所 ●●出張所 A611 ポスター＞執行部他で分担して掲示板に掲示 担当O 0 0 毎月 5日と20日 ２回

●●自治会 会長 A600 掲示・回覧 A610 ●●区役所 ●●出張所 A612 回覧物＞＞総務部が分担して組長に届け、回覧 担当O 0 0

●●自治会 会長 A600 掲示・回覧 A620 ●●観光連盟 A621 ●●の催事・行事などポスター＞執行部他で分担
し掲示板に掲示

担当O 0 0

●●自治会 会長 A600 掲示・回覧 A630 ●●神社奉賛会・●●消防署・●●警察署
等の連絡事項 掲示,回覧

A631 各種対応 担当O 0 0

●●自治会 会長 A700 その他 A710 必要に応じ、慶弔等に対応、その他 A711 各種対応 担当O 0 0

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 111 実施日程調整・会場予約 担当N 30 0 1 1 1 会場：●●会館　／　実施時期：年度開始月から2か月以内（7月）

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 112 各部への事前議題確認・出欠確認 担当N 60 1 1 1 主な出席者：役員のみ（20名程度）

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 113 総会資料提出フォーマット作成・提出依頼 担当N 30 1 1 1 資料提出パターン：電子データ、紙媒体（直接手渡し）

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 114 総会資料作成（取りまとめ）・確認 担当N 480 1 1 8 提出素材により写真の加工（illustrator）、文字入力等を実施。入稿前に執
行部・部長チェックを実施

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 115 総会資料入稿・印刷 担当N 300 1 1 5 部数：500－600部（町会費をいただいている方の人数分）

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 116 総会のお知らせ（チラシ）作成・掲示 担当N 60 1 1 1 告知方法：全役員へメールまたはFAX

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 117 当日会場設営 全員 30 1 1 1 7月2日 7月2日

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 118 定期総会の開催 会長 120 1 1 2 主な議題：会計・監査・事業報告、予算案承認、事業計画案　／　議事進
行：会長（冒頭のみ副会長）

7月2日 7月2日

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 119 撤収 全員 15 1 1 0 7月2日 7月2日

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 120 議事録作成　※現状作業はなし ‐ 1 1 0 - -

●●自治会 総務 100 会議体運営 110 定期総会 121 区への年間活動報告 担当N 1 1 1 0 主な報告事項：助成金用途報告、事業・収支報告（提出用ひな形あり）

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 131 実施日程調整・会場予約 担当N 20 1 12 4

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 132 各部への事前議題確認・出欠確認 担当N 30 1 12 6 各部よりレジュメ収集（執行部会前）

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 133 レジュメ作成・議題の事前告知 担当N 30 1 12 6 連絡方法：PCメール、携帯メール、FAX、手配り　／　実施日の約2週間前
告知。

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 134 寿地区理事会関連資料を加工 担当N 30 12 6 理事会配布資料を電子化（PDF）する

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 135 当日会場設営 全員 10 1 12 2

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 136 定例役員会の開催 担当G 90 1 12 18 実施日時：第二金曜（19時～）／　進行：副会長、主議題：事業活動報告、
次回役員会日程の告知等

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 137 撤収 全員 0 1 12 0

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 138 議事録作成　※現状作業はなし ‐ 1 12 0

●●自治会 総務 100 会議体運営 130 定例役員会 139 役員名簿管理 担当N 60 2 2 2

●●自治会 総務 200 広報活動 210 【ポスティング】広報よこはま 211 区へ必要配布数の報告 担当N 10 2 2 0 配布対象：全世帯（区より配布手数料あり）

●●自治会 総務 200 広報活動 210 【ポスティング】広報よこはま 212 準備 担当N 2 24 0 配布物の作成自体は区で実施

●●自治会 総務 200 広報活動 210 【ポスティング】広報よこはま 213 配布（毎月5日・20日号） 担当A/B/C 20 2 24 8 配布にあたっての注意事項は備考欄に記入。

●●自治会 総務 200 広報活動 220 【ポスティング】ヨコハマ議会だより 221 区へ必要配布数の報告 担当N 3 3 0 配布対象：全世帯（区より配布手数料あり）　業務時間は広報よこはまに含
む

●●自治会 総務 200 広報活動 220 【ポスティング】ヨコハマ議会だより 222 準備 担当N 3 3 0 配布物の作成自体は区で実施

●●自治会 総務 200 広報活動 220 【ポスティング】ヨコハマ議会だより 223 配布（7月・11月・1月号） 担当A/B/C 3 3 0 配布にあたっての注意事項は備考欄に記入。

●●自治会 総務 200 広報活動 230 【ポスティング】総会資料 231 配布先指示書作成 担当N 0 1 1 0

●●自治会 総務 200 広報活動 230 【ポスティング】総会資料 232 配布 役員数名 90 1 1 2 配布対象：町会費いただいた方のみ（600戸程度）。総会終了後に実施。配
布は4-5名で担当（≠固定）

●●自治会 総務 200 広報活動 240 【ポスティング】その他回覧資料 241 回覧 担当A/B/C 0 0 主な回覧事項：警察関連、消防署関連、●●区主催行事関連、●●地区
理事会関連

●●自治会 総務 200 広報活動 250 【ポスター掲示】ポスター掲示・撤去 251 各部への掲示依頼 担当N 0 0

●●自治会 総務 200 広報活動 250 【ポスター掲示】ポスター掲示・撤去 252 掲示　※計6か所 各部担当者 0 0

●●自治会 総務 200 広報活動 250 【ポスター掲示】ポスター掲示・撤去 253 撤去 各部担当者 0 0

●●自治会 総務 300 管理業務 310 町会名簿の保守運営 311 調査票（記入表）など配布資料の作成・確認 担当N 0.3 0.3 0 3年ごとに実施。

●●自治会 総務 300 管理業務 310 町会名簿の保守運営 312 配布資料作成 担当N 300 0.3 0.3 2 3年ごとに実施。　必要部数をプリントパックにて印刷

●●自治会 総務 300 管理業務 310 町会名簿の保守運営 313 住民への調査票配布・回収 担当N 0 1 1 0 3年ごとに実施。　配布対象：全世帯（約1,100）、回収方法：返信封筒で返
送

3月1日 3月15日

●●自治会 総務 300 管理業務 310 町会名簿の保守運営 314 名簿リスト作成・製本 担当N、他2名 480 0.3 0.3 2 3年ごとに実施。　調査票をもとにデータ入力とチェック

●●自治会 総務 300 管理業務 310 町会名簿の保守運営 315 名簿会員への名簿配付 担当N、他5名 300 0.3 0.3 2 3年ごとに実施。　住所シール作成・貼付、名簿封入、配付

●●自治会 総務 300 管理業務 310 町会名簿の保守運営 316 名簿管理 担当N 10 5 5 1 個人情報管理・メンテナンス（転入・転出）・運用方法見直し等 不定期 不定期

●●自治会 総務 300 管理業務 320 集会所の保守運営・予約受付 321 利用団体向け予約登録受付 担当N 0 0 予約団体への利用規定提示等。窓口（集会所カギ管理・戸締り等含む）：
集会所近隣の店舗へ依頼

不定期 不定期

●●自治会 総務 300 管理業務 320 集会所の保守運営・予約受付 322 利用登録団体管理 担当N 0 0

●●自治会 総務 300 管理業務 320 集会所の保守運営・予約受付 323 集会所設備等の修理依頼 担当N 0 0 不定期（例：集会所内トイレ等） 不定期 不定期

●●自治会 総務 300 管理業務 320 集会所の保守運営・予約受付 324 集会所の鍵管理 担当H 5 2 24 2 カレンダーで利用者の管理

●●自治会 総務 300 管理業務 330 総務部備品管理 331 備品台帳管理・更新 担当N 0 0 備品台帳を参照。 不定期 不定期

●●自治会 総務 300 管理業務 340 倉庫　保管物管理 341 在庫の把握・棚卸 担当N 30 2 2 1 倉庫保管物品表を参照。実際の出し入れは各部にて実施。※棚卸時期は
不定期

不定期 不定期

●●自治会 総務 300 管理業務 350 年度別の組長管理 351 業務分担検討・調整 担当N 60 1 1 1 組長年度別表を参照。（1年交代制。会社・高齢者除く）

●●自治会 総務 300 管理業務 350 年度別の組長管理 352 組長委嘱 担当N 120 1 1 2 組長委嘱についての資料を参照。※役員会で選出し総務部より依頼

●●自治会 総務 300 管理業務 360 集合住宅保有者管理 361 オーナー管理・変更対応 担当N 60 1 1 1 集合住宅所有者リストを参照 不定期 不定期

●●自治会 総務 300 管理業務 370 総務関連会計管理 371 各種目の会計管理 0 0 種目：総務・渉外・総会・防災・敬老会・慶弔・祭礼・集会所

●●自治会 総務 400 その他業務 410 訃報連絡 411 連絡方法の確認 担当N 60 3 3 3 不定期。連絡方法：要望に応じて決定（回覧・掲示板への掲示・役員連絡
のみ等）

不定期 不定期

●●自治会 総務 400 その他業務 420 業務一覧見直し作業 421 入力作業 担当N 30 3 3 入力しやすいように項目列に日本語入力規制を定義する 不定期 不定期

●●自治会 総務 400 その他業務 430 新型コロナ感染症拡大防止普及啓発事業 431 申請書作成・チラシ入稿作業 担当N 0

●●自治会 総務 400 その他業務 430 432 配布物購入 担当K 0

●●自治会 総務 400 その他業務 430 433 配布物袋詰め・配布作業 執行部4名 0

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 510 会員への事前説明 511 新規会員者に対して町会概要の説明 幹部 60 3 3 3 会長、幹部と一緒に会合により協議 不定期 不定期

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 510 会員への事前説明 512 会費徴収方法及び会費金額の確認 幹部 60 3 3 3 徴収方法は原則的に年額をまとめて銀行振込 不定期 不定期

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 510 会員への事前説明 513 会費金額に基準や制限はないため各社折衝 幹部 60 3 3 3 事業計画に基づく必要経費から逆算的に会費を要請 不定期 不定期

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 510 会員への事前説明 514 マンションのオーナーチェンジや管理会社の変更
等に留意

幹部 30 3 3 2 会費の適正性に関する根拠資料があると運用しやすい 不定期 不定期

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 520 会員リストの作成・運用 521 会員申込管理（総務と連携） 担当K 30 1 48 24

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 520 会員リストの作成・運用 522 会員リストの作成 担当K 60 0 0

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 520 会員リストの作成・運用 523 入金額の確認 担当K 30 3 3 2

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 530 会費徴収（一般会計分） 531 銀行入金額又は集金額の確認 担当K 30 2 24 12 町会名義の口座は持っているが、規約に明確な定めがない（分配の規定
がない）

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 530 会費徴収（一般会計分） 532 領収証の発行、集金カードの発行 担当K 120 1 1 2 集金作業はコミュニケーションとして大事だが一部負担になっている

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 530 会費徴収（一般会計分） 533 請求書発行 担当K 120 1 1 16

●●自治会 会計　一般 500 会員管理業務 530 会費徴収（一般会計分） 534 請求書送付・配達 会計 120 1 1 1

●●自治会 会計　一般 600 会計の日次業務 610 現金出納管理 611 現金出納帳の入力及び残高確認 10 2 96 24 会計ソフトは使っておらずExcelで管理

●●自治会 会計　一般 600 会計の日次業務 610 現金出納管理 612 仮払（年度単位又は別途申請あり）・立替経費精
算管理

担当K 30 1 1 1

●●自治会 会計　一般 600 会計の日次業務 620 入出金業務 621 会費等の入金管理及び経費等の支払手続き 担当K 30 1 48 24 仮払金はやめて立替精算にすると工数が減る見込み

●●自治会 会計　一般 600 会計の日次業務 630 伝票の起票・整理 631 会計仕訳が生じる場合の伝票起票及び証憑管理 担当K 10 2 96 16

●●自治会 会計　一般 700 会計の月次業務 710 予実管理 711 前年計画値と予実管理（リアルタイムで管理でき
る体制になっている）

担当K 10 1 12 2 会費徴収金額に影響するため、予実管理の運用方法を確認

●●自治会 会計　一般 700 会計の月次業務 710 予実管理 712 予実状況の総会報告 担当K 10 1 1 0

●●自治会 会計　一般 700 会計の月次業務 710 予実管理 713 資金繰り表の確認 担当K 10 1 12 2

●●自治会 会計　一般 700 会計の月次業務 720 滞留会費の確認 721 滞留先（入金漏れ）に入金要請 担当K 0 0 町会費は任意徴収のため、滞留の概念がなく、管理不要か

●●自治会 会計　一般 700 会計の月次業務 720 滞留会費の確認 722 滞留会費を総会報告 担当K 0 0

●●自治会 会計　一般 700 会計の月次業務 730 定期報告 731 中間報告等適宜総会へ報告、幹部への共有 担当K 10 1 12 2 中間報告会はあるか。あれば、どの様な報告形式か確認

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 810 決算作業 811 月次資料の確認 担当K 10 1 48 8

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 810 決算作業 812 在庫状況の確認（各係が備品台帳で管理） 担当N・担当K 0 0 在庫管理方法の確認

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 810 決算作業 813 固定資産の確認（各係が備品台帳で管理） 担当N・担当K 0 0

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 810 決算作業 814 仮払金の管理、精算 各部部長 30 1 1 1

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 820 開示資料の作成 821 6月締め、7月総会に備えて準備 担当K 120 1 1 2

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 820 開示資料の作成 822 収支報告書（一般会計・祭礼会計）・財産目録集
計

担当K 120 1 1 2 透明性、継続性を担保するためには複数人のチェック体制がより良い

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 820 開示資料の作成 823 会計監査 会計監査 120 1 1 2

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 820 開示資料の作成 824 各所に対する事前確認 総務 0 0

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 820 開示資料の作成 825 総会資料の印刷（約800冊） 総務 0 0

●●自治会 会計　一般 800 会計の年次業務 830 総会決議 831 収支報告書・財産目録に関する報告、内容承認 担当K 30 1 1 1 承認プロセスの確認。チェック体制や監査機能の確認

●●自治会 会計　一般 900 その他 910 その他 911 その他 0 0 各項目の作業時間や工数の確認

●●自治会 会計　祭礼 1000 会員管理業務 1010 各部門予算配布 1011 担当K 60 3 3 3

●●自治会 会計　祭礼 1000 会員管理業務 1020 祭礼委員委嘱状データ作成 1021 法人の入替りの確認・個人新規確認・喪中の確認 担当K 120 3 3 6

●●自治会 会計　祭礼 1000 会員管理業務 1030 寄付金徴収　一般企業訪問依頼 1031 法人を主として三社祭に係る寄付金徴収 幹部 360 1 1 6

●●自治会 会計　祭礼 1000 会員管理業務 1040 寄付金受付　　神酒所で受付 1041 ●●祭の際に寄付者領収書発行（3人） 祭礼会計 480 3 3 24

●●自治会 会計　祭礼 1000 会員管理業務 1040 寄付金徴収（祭礼会計分） 1042 ●●祭の際に寄付者の掲示（3〜4人お手伝い） 祭礼会計 480 3 3 24

●●自治会 会計　祭礼 1000 会員管理業務 1050 祭礼会計決算書作成 1051 総会に向け決算書及び次年度予算案作成 担当K 360 1 1 6

●●自治会 防火部・防災団 1100 ●●消防団消防操法披露会

●●自治会 防火部・防災団 1000 消防広報誌全戸配布

●●自治会 防火部・防災団 1100 防災用食品袋詰め・配布

●●自治会 防火部・防災団 1100 横浜市防災セミナー

●●自治会 防火部・防災団 1100 秋の防災予防運動推進説明会

●●自治会 防火部・防災団 1100 防火防災視察研修（防火協会女性部）

●●自治会 防火部・防災団 1100 秋の火災予防運動チラシ配布

●●自治会 防火部・防災団 1100 秋の火災予防運動赤い垂れ幕吊るす

●●自治会 防火部・防災団 1100 防火診断

●●自治会 防火部・防災団 1100 ●●自治会歳末特別警戒

●●自治会 防火部・防災団 1100 ●●防火協会新年会

●●自治会 防火部・防災団 1100 春の火災予防運動推進説明会

●●自治会 防火部・防災団 1100 救命講習会

●●自治会 防火部・防災団 1100 春の火災予防運動チラシ配布

●●自治会 防火部・防災団 1100 春の火災予防運動赤い垂れ幕吊るす

●●自治会 防犯部 1200 女性部研修会

●●自治会 防犯部 1200 ひったくり被害防止キャンペーン

●●自治会 防犯部 1200 特殊詐欺被害防止キャンペーン

●●自治会 防犯部 1200 年末防犯活動すすめ方会議

●●自治会 防犯部 1200 防犯・交通合同顔合わせ会

●●自治会 防犯部 1200 防犯カメラ設置・点検

●●自治会 交通部 1300 秋の交通安全運動

●●自治会 交通部 1300 秋の交通安全区民のつどい

●●自治会 交通部 1300 交通安全運動テントの設置

●●自治会 交通部 1300 交通安全運動テント当番

●●自治会 交通部 1300 交通安全運動テントの撤去

●●自治会 交通部 1300 蔵前交通安全協会・創立70周年記念式典

●●自治会 交通部 1300 防犯・交通　新合同顔合わせ会

●●自治会 事業部 1400 敬老祝賀会

●●自治会 事業部 1400 新年会

●●自治会 事業部 1400 町内清掃

●●自治会 女性部 1500 集団回収（毎月第1・第3水曜）

●●自治会 女性部 1500 町会行事お手伝い（餅つき大会・敬老会等）

●●自治会 女性部 1500 交通・防火・防犯活動

●●自治会 女性部 1500 町会清掃

●●自治会 青少年部・青年会 1600 青年会定時総会

●●自治会 青少年部・青年会 1600 ●●花火大会　警備

●●自治会 青少年部・青年会 1600 ●●祭り開催

●●自治会 青少年部・青年会 1600 「●●まつり」奉祝神輿渡御

●●自治会 青少年部・青年会 1600 ●●町青年連合会ボーリング大会

●●自治会 青少年部・青年会 1600 餅つき大会

●●自治会 青少年部・青年会 1600 歳末特別警戒

●●自治会 青少年部・青年会 1600 ●●青年会　新年会

●●自治会 青少年部・青年会 1600 ●●自治会　新年会

●●自治会 青少年部・青年会 1600 ●●町青年連合会新年会

●●自治会 青少年部・青年会 1600 青年会旅行

●●自治会 その他PJ 1700 その他

●●自治会 その他PJ 1700

●●自治会 その他PJ 1700

●●自治会 その他PJ 1700

●●自治会 その他PJ 1700 241

※公益財団法人東京都つながり創生財団「地域の課題解決プロボノプロジェクト」ウェブサイト掲載の調査結果資料を参考に作成

業務分類 業務量 スケジュール

頻度

合計

年間
業務
（h）



　　　本シートでは、業務一覧表を使用・更新するにあたっての記入方法や、注意していただきたいポイントを紹介しています。

　　◆はじめに　～使いやすくなるポイント～

　　◆各項目の説明　～業務一覧表の各入力内容と覚えておきたいポイント～

　　※公益財団法人東京都つながり創生財団「地域の課題解決プロボノプロジェクト」ウェブサイト掲載の調査結果資料を参考に作成

業務量

1回あたり時間

頻度

総件数

年間業務量

備考 - 作業にあたっての補足事項や参照資料を自由に入力

！列幅は極力変更しないようにしましょう！
※記載が1行でおさまらない場合は以下どちら
かの方法により記載全体を表示できます。
（１）「セル内で折り返して全体を表示」
　　　＆行高さを調整
（２）フォントサイズを小さくする

スケジュール

開始日/終了日 実際に作業を行う開始日・終了日を入力

各月入力欄 各月を4週に分け、作業が発生する週のセルに色付け

別紙２　自治会町内会業務一覧表　記入方法

タイトル名 入力内容 覚えておきたいポイント

業務分類

自治会町内会名を入力
  ※フィルターを活用する場合は必ず入力

！フォント等の書式はできる限り統一！
※PC環境により見え方が異なるケースがありま
す。MSPゴシックなどの、汎用性の高いフォント
の使用を推奨します。

！フィルターを活用する場合は注意！
※フィルターの抽出機能を活用する場合は、全
てのセルに文字を入力する必要があります。ま
た、一覧性を確保するためにその文字色をグ
レー（又はホワイト）にすると、より見やすい一覧
表になります。

自治会町内会名

部門

更新者 業務一覧表の更新を行った担当者を入力

部署名を入力

大 / 中 / 小分類 各業務を大→中→小項目に分類し入力

作業者 作業を行う担当者を入力

1作業あたりにかかる作業時間を入力
！関数部分は上書きしないように注意！
※上書きしてしまった場合は、関数が挿入され
ている別のセルをコピー（ctrl＋c）し、上書きし
てしまったセルに貼付（ctrl＋v）すると、関数が
挿入された状態に戻ります。作業の発生頻度を「年・月・週・日」単位で入力

【自動関数となるため入力不要】

【自動関数となるため入力不要】

①更新・閲覧が終わったら、画面右下にあるズームバ

ーを【100％】に戻しましょう

※ズームの倍率を下げたままにすると、他の閲覧者が

見にくくなる可能性があります。

②フィルタをかけた場合は、クリアした状態に戻しましょう

※フィルタをかけたままにすると、一部情報が非表示となり

、他の閲覧者が作業する際に見落としが起こる可能性があ

ります。

※「ホーム」押下→「並び替えとフィルタ」押下→「クリア」



個人情報取扱特記事項  

（令和５年４月） 

  

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契

約」という。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情

報の重要性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当

たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関

係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人

情報の管理責任者を選任しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を

定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

４ 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体

制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により

委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出

た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該

変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

個人情報を収集しなければならない。 

 （禁止事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る

個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 本件事務を処理する目的以外での利用 

 (2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを



除く。） 

 (3) 作業場所の外への持ち出し 

 （再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に

取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせ

る場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項

について、当該第三者（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第３号の子会社を

含む。以下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわ

たる委託（以下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託

者又はこれに類する者に求めなければならない。 

３ 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、

当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）

における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に

報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当す

る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者

が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含

む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第

１項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。 

５ 第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 （個人情報が記録された資料等の返還等） 

第７条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこと

となったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従

い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法によ

り処理するものとする。 

 （報告及び検査） 

第８条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託

者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができ

る。 

２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも

１年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所に

おいて検査するものとする。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担

とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担す

る。 



 （事故発生時等における報告） 

第９条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 （研修実施報告書の提出） 

第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書（第２号様式）を委託者に

提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提

出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対

して損害賠償の請求をすることができる。 

 (1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべ

き理由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することが

できないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏

えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該

受託者が負うものとする。 



（第１号様式） 

安全管理措置報告書          
調 査 項 目 内 容 

１ 業者名  

□横浜市競争入札有資格者 □その他（             ） 

□横浜市出資法人（条例第 条） 

２ 業務の作業担当部署名  

３ 業務の現場責任者役職名  

４ 業務の個人情報取扱者の

人数 

 

５ 個人情報保護関連資格等 □Ｐマーク □ＩＳＭＳ 

□その他の資格（                      ） 

□個人情報関係の損害保険に加入 

６ 個人情報保護に関する社

内規程等 

□個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 

□個人情報漏えい･紛失･滅失･盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 

□個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 

□その他の規程（                     ） 

□規程なし 

７ 個人情報保護に関する研

修・教育 

□個人情報保護に関する研修・教育を実施（年  回／従業員１人につき） 

□その他（                          ） 

８ 個人情報保護に関する点

検・検査・監査の方法等 

 

 

９ 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 

 (1) 対応規程・マニュアル

等がある場合 

名 称  

内 容  

 

(2) 対応規程・マニュアル

等がない場合 

（漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについて、な

るべく具体的に記載していください。） 

 



10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制  

※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電子

計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者所

有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 

 (1) 作業施設の入退室管

理 

作業期間中の入室可能人数 

□上記４の作業者のみ 

□作業者以外の入室可（□上記外    名 □その他） 

 

入退室者名及び時刻の記録 

□なし （施錠のみ、身分証提示のみ等） 

□あり □用紙記入 

□ＩＣカード等によりＩＤ等をシステムに記録 

□カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 

□その他（              ） 

 □その他（                  ） 

 (2) 個人情報の保管場所 

 

紙媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 電磁媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 (3) 作業施設の防災体制 □常時監視 □巡回監視 □耐火構造 □免震・制震構造 

□その他（                   ） 

 (4) 個人情報の運搬方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 

 

 (5) 個人情報の廃棄方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 (6) 施設外で作業を行う

場合の個人情報保護対

策（行う場合のみ記入） 

 

 

 

 



11 電算処理における個人情報保護対策  

※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 

 (1) 作業を行う機器 □限定している（ノート型  台、デスクトップ型  台） 

□限定していない 

 (2) 外部との接続 □作業機器は外部との接続をしていない 

□作業機器は外部と接続している 

接続方法：□インターネット □専用回線 □その他（       ） 

通信の暗号化：□している □していない 

 (3) アクセス制限 □ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしている 
ＩＤの設定方法（                        ） 
パスワードの付け方（                      ） 

□ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしていない 

 (4) 不正アクセスを検知

するシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                   ） 

□なし 

 (5) マルウェアを検知す

るシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                   ） 

□なし 

 (6) ソフトウェアの更新 □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている 

□上記以外（                           ） 

 (7) アクセスログ □アクセスログをとっている（   年保存） 

□アクセスログをとっていない 

 (8) 停電時のデータ消去

防止対策 

□無停電電源装置 □電源の二重化 

□その他（                            ） 

□なし 

 (9) その他の対策  

12 外国における個人情報の

取扱いの有無 

□あり 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上での個

人情報の取扱いはない 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個人情

報を取り扱っている 

□なし 

※「あり」の場合は、以下も記入してください。 
 (1) 個人情報の取扱いが

ある外国の名称 

 

 (2) 当該外国における個

人情報の制度・保護措置

等 

 

 



（第２号様式）  

（Ａ４）  
 

 

 

 年 月 日 

（提出先） 

         

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書・誓約書 

 

個人情報の保護に関する法律第66条第２項の規定により

準用される同条第１項に定める措置の一環として、横浜市の

個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取

り扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生し

た場合の民事上の責任についての研修を実施しましたので、

別紙（全  枚）のとおり報告いたします。 

個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事

項を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に

取り扱うことを誓約いたします。 

 

 



（別紙） 

研修実施明細書 

 

 本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、

次のとおりです。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 氏    名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４） 
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